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コザ高★皐 月★コザ定
ノートパソコンのキーボードを叩いては、腕を組み、窓外に流るる風に目をこらし、何かを捉え直そ

うと試みるも、空虚となりて見通せない明日が繰り返されます。２度延期されている就任式、始業式、
入学式は更なる繰り延べとなり、既にご案内の登校日設定となりました。まずHR担任との顔合わせ
と激励により安堵感と信頼感を高め、生徒の心身健康観察と学習保障の充実に向け、情報通信技
術（ICT）機器活用による学校と家庭との情報共有と連携促進が今求められていると考えます。
ただ５月４日（月）夕方、安倍首相より本日が期限である全国対象「緊急事態宣言」の３１日

（日）まで延長正式決定の発表もあり、状況を改めて確認致しました。玉城知事が要請していた「特
定警戒都道府県」とも本県は位置づけされておりませんが、学校については特定警戒都道府県と
それ以外の県で区別はせずに「地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮したうえで、段
階的に学校教育活動を再開し、児童・生徒が学ぶことができる環境を作っていく」とあります。その
上で本校ホームページにも掲載の「県立学校の臨時休業期間の取扱について（通知）」による「１
臨時休業の期間 令和２年５月７日(木)から
一定期間(２週間程度)とする」と「４ 登校日
の設定、及び実施方法等について」の右記事
項に厳に留意し、新たなる県内感染確認者６
日連続０人<5/6am11:00現在>との発表も受け、明日
以降予定通り登校日を設け、本校体育館にて
安全な環境となるよう最善を尽くしてお待ちし
ております。ただこのご時世でございますので
是非とも「登下校で公共交通機関を利用する
場合は、感染拡大予防対策（マスク着用、手洗い・うがい等）を徹底するよう」お願い申し上げます。

また体育館滞在は３０分程度とし、速やかな下校を促しますので、送迎のための乗り入れと空いて
いるスペースへの駐車も可能です。つきましてはより一層の安全確認・運転をお願い致します。
昨晩より玉城県知事の記者会見報道があり、休校中県立学校について「21日から再開、始業式

・入学式は22日までの間に感染拡大防止対策を講じた上で実施」の内容も伝えられておりますが、
状況次第では更なる変更もありうるとも理解しております。ただ長きトンネルの先に光を見いだした
思いに駆られると同時に、２０日（水）までの「時」を有意義な時間とすべく、そして令和２年度始動
における貴重な役割を果たす登校日とならなければと身が引き締まる思いでもあります。一方教育
現場の混乱、さらに社会の混乱は続くはずです。すべての令和元年度卒業生の進学就職先におけ
る状況が気がかりです。ご家族の皆様にはなんと申し上げてよいかと胸が詰まる思いであります。
今朝明け方、強烈な風と流れうつ滝のような豪雨に目を覚ましました。昼にはその被害状況の一

部が映像で報道されました。振り返ると連休中にも自然災害への警報発令もあり、苦しい家計へ更
なる負担を強いられてはおりませんでしょうか。やはり今、すべての国民を救う経済的な支援策が求
められていることは否めません。諸外国においても付加価値税等減税が検討される中、財政問題が
ないとされるわが国においても消費税０％への声が大きくあります。しかし、さほど報道されてないよ
うに思いますので、国民経済救済に最も有効な消費税０％、労働する者の努力が報われる社会づく
りのためにのプライマリーバランス黒字化目標撤廃を実現させ、わかりやすい積極財政策への転換
と「新しい生活様式」が健全なものとなるよう心から願うものであります。
教育は社会を支えるものであります。ただ若者が活躍する舞台のない社会では活力が収束し、終

息に向かいます。厳しい現実であるからこそ、保護者の皆様におかれましても経済的に苦しくなって
いる方々もいらっしゃるかとは存じますが、本校とともにお子さんの夢実現への協力をお願いします。
★今後の主な行事日程★ ★ 皐 ★ 「 晴れ舞台 令和に躍る 生き様の 跳び出す空に いま志 」校 長

令和2年 ５月 ２１日（木）全×朝学×・２・３学年自宅学習 第76回入学式 14:00～14:30新入生集合 13:30
定×給食×・２34学年自宅学習 第65回入学式 17:30～18:00新入生集合 17:00

２２日（金）全×朝学×・新入生自宅学習 始業式 ２学年･３学年① 10:00～ 10:30② 13:00～ 13:30
定×給食×・新入生自宅学習 就任式･始業式 234学年 17:30～18:00

K●Za構

★まだ正式な通知が届いてお
りませんので、日程はまだ確
定ではございません。ある程
度の目安とご理解下さい。★

通 信 23

（１）登校日の設定頻度 週に１、２回程度とする。ただし、近隣地域での感染者の発生又

は県全体で感染者数に大きな増加があった場合は、登校日を中止すること。

（２）登校日の実施方法 原則、分散登校とし、集団感染のリスクを高める３つの条件（密

閉、密集、密接）が重ならないよう、クラスの半数参加などの人数制限、学年別・ク

ラス別の日時の割り振り、短時間での実施等、対策を講じること。

（３）学習支援の取組強化 教科書及び副教材等に基づく家庭学習を課すことや児童生徒の

学習状況を随時把握し、その後の学習支援を児童生徒に提示すること。

（４）その他 健康に不安がある生徒は登校させないよう周知するとともに、生徒・保護者

から登校しない旨の申し出があった場合には、事情を聞いた上で課題を郵送するなど

柔軟に対応すること。

★今後の状況によっては更な
る日程変更もあり得ますの
で、その際はご理解願います。

３学年5/7(木)

9 : 00 ３－１

10:00 ３－2

１１：００ ３－3

１３：００ ３－4

１４：００ ３－5

３学年5/8(金)

9:00 ３－６

10:00 ３－７

１１：００ ３－８

１３：００ ３－９

１４：００３－10

２学年5/11(月)

9 : 00 ２－１

10:00 ２－2

１１：００ ２－3

１３：００ ２－4

１４：００ ２－5

２学年5/12(火)

9:00 ２－６

10:00 ２－７

１１：００ ２－８

１３：００ ２－９

１４：００２－10

１学年5/13(水)

9 : 0 0 １ － １

10:00 １－2

１１：００ １－3

１３：００ １－4

１４：００ １－5

１学年5/14(木)

9 :00 １－６

10:00 １－７

１１：００ １－８

１３：００ １－９

5/7(木) １７：３０～新入生・１学年 5/8(金) １７：３０～２学年

１8：３０～４学年 １8：３０～３学年全日制課程

定時制課程


